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○匝瑳市空き店舗活用支援事業補助金交付要綱  

平成29年３月31日  

告示第25号  

（趣旨）  

第１条　この告示は、匝瑳市内の空き店舗の利活用の促進を通じて、商業の振興

及び活性化を図り、もって地域経済の発展に資するため、空き店舗を活用して

事業活動を行う者に対して、予算の範囲内において空き店舗活用支援事業補助

金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、匝瑳市補助金等交付規

則（平成18年匝瑳市規則第66号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条　この告示において「空き店舗」とは、過去に営業していた実績があり、

３月以上営業が行われていない匝瑳市の区域内に所在する店舗（大規模小売店

舗立地法（平成10年法律第91号）第２条第２項に規定する大規模小売店舗内の

ものを除く。）をいう。  

（補助対象事業）  

第３条　補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、統計法

（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統計基準として定められた日

本標準産業分類において建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報

通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品

賃貸業、学術研究業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活

関連サービス業、娯楽業（遊戯場及び娯楽に附帯するサービス業を除く。）、

教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業若しくはサービス業（他に

分類されないもの）に分類される産業に属する事業又はこれらに類する事業で

あって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。  

(1)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122

号）に基づく規制の対象となる営業  

(2)　フランチャイズチェーン方式による事業  

(3)　前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業  

（補助対象者）  
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第４条　補助金の交付を受けることができる者は、空き店舗を賃借して補助対象

事業を行おうとする個人又は法人であって、次に掲げる要件の全てを満たすも

のとする。  

(1)　３年以上継続して補助対象事業を行うことが見込まれ、かつ、原則として

週40時間以上補助対象事業を行うこと。  

(2)　補助対象事業に関し許可又は認可等が必要な場合は、許可を受けている又

は、許可を受ける見込みがあること。  

(3)　匝瑳市の区域内で他の店舗において補助対象事業を行っている場合であ

って、補助対象事業を行った後においても当該店舗を利活用していること。  

(4)　匝瑳市商工会及び空き店舗が所在する商店街に加入していること。  

(5)　空き店舗の所有者又は管理者と同一世帯員又は生計を一にする者でない

こと。  

(6)　空き店舗の所有者と同一の法人又は団体に属する者でないこと。  

(7)　空き店舗の賃借料が、類似の建物と比較して同程度以下であること。  

(8)　匝瑳市の市税及び国民健康保険税に未納がない者  

(9)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団に関係する者でないこと。  

(10)　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第

147号）第５条第１項に規定する観察処分を受けている団体又は当該団体に属

する者でないこと。  

（補助対象経費等）  

第５条　補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は次に掲げ

る費用とし、補助率、補助限度額及び補助要件は別表のとおりとする。ただし、

国県等からの補助金を受けている場合は、補助対象経費から国県等の補助を減

じた額を対象とする。  

(1)　店舗改装費  

(2)　店舗賃借料（来客用駐車場を含む）  

２　補助の回数は、同一の補助対象者につき前項各号に掲げる補助対象経費それ

ぞれ１回限りとする。  

（交付の申請）  
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第６条　規則第３条の規定により、補助金の交付を申請しようとする者（以下「申

請者」という。）は、空き店舗活用支援事業補助金交付申請書（第１号様式）

に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。  

(1)　事業計画書（第２号様式）  

(2)　店舗改装の場合は、見積書等経費の内訳が分かる書類の写し並びに改装前

の店舗外観及び内観の写真  

(3)　賃貸借契約書の写し  

(4)　店舗の位置図及び平面図  

(5)　個人の場合は、住民票、運転免許証等住所を確認できるものの写し  

(6)　法人の場合は、定款又はこれに準ずるもの  

(7)　匝瑳市の市税及び国民健康保険税に未納がないことを証する書類  

(8)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

（交付の決定）  

第７条　規則第４条の規定により、市長は、前条の申請書の提出があったときに

は、速やかに申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければな

らない。  

２　規則第６条の規定により、市長は、前項に規定する決定の結果を空き店舗活

用支援事業補助金交付決定（却下）通知書（第３号様式）により申請者に通知

するものとする。  

（補助事業の変更等）  

第８条　補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補

助金の交付決定後、補助金に係る事業（以下「補助事業」という。）の内容を

変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとする場合は、空き店舗活用支援事

業変更（中止・廃止）承認申請書（第４号様式）をあらかじめ市長に提出し、

承認を得なければならない。  

２　市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、

承認の可否を決定し、その結果を空き店舗活用支援事業変更（中止・廃止）承

認（不承認）通知書（第５号様式）により補助事業者に通知するものとする。  

（実績報告）  
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第９条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条の規定により、

事業の完了の日から１月以内又は３月31日のいずれか早い日までに、空き店舗

活用支援事業実績報告書（第６号様式）を市長に提出しなければならない。  

（補助金の額の確定）  

第10条　市長は、規則第13条の規定により、交付すべき補助金の額を確定したと

きは、空き店舗活用支援事業補助金確定通知書（第７号様式）により補助事業

者に通知するものとする。  

（交付の請求）  

第11条　規則第15条の規定により、補助金の交付を請求しようとする補助事業者

は、空き店舗活用支援事業補助金交付請求書（第８号様式）を市長に提出しな

ければならない。  

（補助金の返還等）  

第12条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、補助金の全部又は一部

を返還させることができる。  

(1)　偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。  

(2)　第４条に規定する補助金の交付要件を満たさなくなったとき。  

(3)　前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。  

（その他）  

第13条　この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。  

附　則  

この告示は、平成29年４月１日から施行する。  

附　則（令和３年６月30日告示第75号）  

（施行期日）  

１　この告示は、令和３年７月１日から施行する。  

（経過措置）  

２　この告示の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、この告示に

よる改正前の告示の規定により調製した用紙は、施行日以後においても、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。  
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附　則（令和７年３月18日告示第25号）  

（施行期日）  

１　この告示は、令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２　改正後の匝瑳市空き店舗活用支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の

施行の日（以下「施行日」という。）以後に申請書を提出した者に適用し、施

行日前に提出した者については、なお従前の例による。  

別表（第５条関係）  

備考  

１　補助金は、千円単位とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。  

２　補助対象経費のうち、空き店舗が店舗併用住宅である場合の店舗に係る

賃借料は、店舗及び住宅の面積に応じて賃借料を按分して算出するものと

する。  

 補助対象経費 対象区域 補助率 補助限

度額

補助要件

 (1)　店舗改装費（備

品の設置に係る経

費を含む。）

旧八日市場

市の区域

補助対象経

費の1／2以

内

80万円

以内

匝瑳市の区域内に住所又

は事業所を有する者に工

事を請け負わせる場合に

限る。ただし、特殊な内

外装の施行や専門的な設

備機器の導入に係る場合

は、この限りではない。

 旧野栄町の

区域

補助対象経

費の2／3以

内

110万円

以内

 (2)　店舗（来客用駐

車場を含む）賃借

料（敷金、礼金、

仲介手数料等の賃

貸借契約に関する

諸費用を除く。）

市内全域 補助対象経

費の1／2以

内

月額5万

円以内

通算24箇月を限度とす

る。
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第１号様式（第６条関係）  

第２号様式（第６条関係）  

第３号様式（第７条関係）  

第４号様式（第８条関係）  

第５号様式（第８条関係）  

第６号様式（第９条関係）  

第７号様式（第10条関係）  

第８号様式（第11条関係）  


